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1 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｃ５－３１９ 液体つぎ又は液体保存用容器部品及び付属品 
 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｃ５－３１９ 全 液体つぎ又は液体保存用容器部品及び付属品 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ５－４１９３ なべぶた用つまみ 

Ｆ４－９１２００ 包装用容器のふた 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

きゅうす用キャップ きゅうす用つり手 やかん用つり手 

調味料つぎのふた 魔法瓶用中栓 コーヒーサイフォン用スタンド 

きゅうす用こし器 コーヒーサイフォン用ろ過器 パーコレーター用ろ過器 

やかんぶた用つまみ ワイン用替え栓 飲料ボトル用ストローキャップ 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

 液体つぎ又は液体保存用容器の部品・付属品。 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・液体つぎ又は液体保存用容器の受け具、かけ具（魔法びんの回転台・魔法びん用コップ受け・コーヒーサ

イフォン用ロート立て等）はＣ５－５２０（食器掛け具）、Ｃ５－５３００（食器受け具又は食器保持具）へ。 

 

・水筒用カバー、水筒用ケース→Ｃ５－５１１（食品カバー及び調理用具カバー） 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

Ｃ５－５３台と検討中のペットボトルホルダー 図例→ 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

1158116号 
液体容器用栓体 

 

Ｃ５－５３００Ｆ 1177981号 
飲物用容器の把手 

 

1142099号 ボトル用吊り具 

 

1156190号 やかん用柄 

 

1015720号  
きゅうす用茶こし具 

 

887090号 茶こし 

 


